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(57)【要約】
使い捨てのカプセル（３）を形成する容器（２）に抽出
または注入飲料用製品を放出するユニットを開示する。
ユニットは、所定の一回の分量（３３）の製品を収容す
るとともに側壁を有する少なくとも一つの収容受け部（
Ｓ１）と、一回の分量（３３）の製品を定義するよう、
収容受け部（Ｓ１）に製品を供給する装置（６）と、収
容受け部（Ｓ１）における製品を圧縮する装置（７０）
と、閉経路（ＰＳ）に沿って受け部（Ｓ１）を移動させ
る装置（１０）と、収容受け部（Ｓ１）から一回の分量
を排出する装置（７１）と、圧縮装置（７０）および排
出装置（７１）を制御し動作させるユニット（１５）と
、を備える。制御・動作ユニット（１５）は、一回の分
量（３３）を収容受け部（Ｓ１）の側壁と連結させ、ユ
ニットの動作条件において一回の分量を押し出す機械的
作用がない状態では収容受け部（Ｓ１）からの一回の分
量が抜け出るのを防止するような圧縮を生成する力で圧
縮装置（７０）を制御するように構成されている。
【選択図】図３



(2) JP 2017-509552 A 2017.4.6

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使い捨てカプセル（３）またはポッドを形成する容器（２）に抽出または注入飲料用の
製品を放出するユニットであって、
　所定の一回の分量（３３）の製品を収容するよう設計されるとともに側壁を有する少な
くとも一つの収容受け部（Ｓ１）と、
　前記所定の一回の分量（３３）の製品を定義するよう、前記少なくとも一つの収容受け
部（Ｓ１）に前記製品を供給するよう設計される供給装置（６）と、
　前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）における前記一回の分量（３３）の製品を圧
縮するよう設計される圧縮装置（７０）と、
　閉経路（ＰＳ）に沿って前記少なくとも一つの受け部（Ｓ１）を移動させるよう設計さ
れる移動装置（１０）と、
　前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）から前記一回の分量（３３）を排出するよう
設計される排出装置（７１）と、
　前記圧縮装置（７０）および前記排出装置（７１）を制御し動作させるよう設計される
制御・動作ユニット（１５）と、
を備えており、
　前記制御・動作ユニット（１５）は、前記一回の分量（３３）の製品を密着させて、一
回の分量（３３）を前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）の前記側壁と安定して連結
させ、前記放出ユニットの動作条件において、前記一回の分量（３３）を押し出す機械的
作用がない状態では前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）から前記一回の分量（３３
）が抜け出るのを防止するよう、前記一回の分量（３３）の製品に圧縮力を印加するよう
前記圧縮装置（７０）を制御するように構成されている放出ユニット。
【請求項２】
　請求項１に記載の放出ユニットにおいて、前記制御・動作ユニット（１５）は約５０，
０００～約２００，０００Ｐａの圧力を生成する圧縮力を前記一回の分量（３３）の製品
に印加するよう前記圧縮装置（７０）を動作させるよう構成される放出ユニット。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の放出ユニットにおいて、
　前記制御・動作ユニット（１５）は、前記放出ユニットの前記動作条件を示している前
記少なくとも一つの第一収容受け部（Ｓ１）の移動速度を表す信号を受信するよう構成さ
れており、
　前記制御・動作ユニット（１５）は、少なくとも、前記少なくとも一つの第一収容受け
部（Ｓ１）の前記移動速度を表す前記信号に応じて、前記少なくとも一つの第一収容受け
部（Ｓ１）の内側の前記一回の分量（３３）への前記圧縮力を調整するよう、前記圧縮装
置（７０）を制御するように構成される放出ユニット。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の放出ユニットにおいて、前記制御・動作
ユニット（１５）は、前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）から前記一回の分量（３
３）の重力による落下の速度未満である排出速度で前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ
１）から前記一回の分量（３３）を排出するよう、前記排出装置（７１）を制御し動作さ
せるように構成される放出ユニット。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の放出ユニットにおいて、
　前記制御・動作ユニット（１５）は、前記放出ユニットの前記動作条件を示している前
記製品の化学的／物理的特性を表す信号を受信するよう構成されており、
　前記制御・動作ユニット（１５）は、少なくとも、前記製品の前記化学的／物理的特性
を表す前記信号に応じて、前記少なくとも一つの第一収容受け部（Ｓ１）の内側の前記一
回の分量（３３）への前記圧縮力を調整するよう、前記圧縮装置（７０）を制御するよう
に構成される放出ユニット。
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【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の放出ユニットにおいて、前記閉経路（Ｐ
Ｓ）は水平面内にある放出ユニット。
【請求項７】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の放出ユニットにおいて、前記閉経路（Ｐ
Ｓ）は鉛直面内にある放出ユニット。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の放出ユニットにおいて、前記閉経路（Ｐ
Ｓ）は円形状の経路である放出ユニット。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の放出ユニットにおいて、前記移動装置（
１０）は、前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）を移動させるよう設計され、第一回
転軸（Ｘ１）回りに閉経路（ＰＳ）に沿った回転において前記少なくとも一つの収容受け
部（Ｓ１）を支持する第一回転軸（Ｘ１）回りに回転する第一要素（９）を備える放出ユ
ニット。
【請求項１０】
　請求項９に記載の放出ユニットにおいて、前記第一回転軸（Ｘ１）は水平方向である放
出ユニット。
【請求項１１】
　請求項９に記載の放出ユニットにおいて、前記第一回転軸（Ｘ１）は鉛直方向である放
出ユニット。
【請求項１２】
　請求項９から請求項１１のいずれか１項に記載の放出ユニットにおいて、回転時に担持
されるよう前記第一回転要素（９）に放射状に配置される複数の第一収容受け部（Ｓ１）
を備える放出ユニット。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１２のいずれか１項に記載の放出ユニットにおいて、前記少なくと
も一つの収容受け部（Ｓ１）は、側壁と可動底壁（Ｆ）とを有するキャビティ（１８）に
よって定義される放出ユニット。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の放出ユニットにおいて、
それぞれの収容受け部（Ｓ１）毎に、
　下部位置と上部位置との間で移動可能であり、前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１
）の前記可動底壁（Ｆ）を形成する第一ピストン（１３）と、
　前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）の内部容積を調整するよう、前記下部位置と
前記上部位置との間で前記第一ピストン（１３）を移動させるための移動手段（１４）と
、
を備える放出ユニット。
【請求項１５】
　請求項１から請求項１４のいずれか１項に記載の放出ユニットにおいて、前記圧縮装置
（７０）は、非動作位置と、前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）の内側の前記一回
の分量（３３）を圧縮する動作位置と、の間で移動可能な少なくとも一つの圧縮要素（２
６）を備える放出ユニット。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の放出ユニットにおいて、前記圧縮要素（２６）は、前記非動作位置
と前記動作位置との間で鉛直方向に移動可能である放出ユニット。
【請求項１７】
　請求項１５または請求項１６に記載の放出ユニットにおいて、それぞれの収容受け部（
Ｓ１）毎に、圧縮要素（２６）を備える放出ユニット。
【請求項１８】
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　請求項１から請求項１７のいずれか１項に記載の放出ユニットにおいて、前記排出装置
（７１）は、前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）の内側の前記一回の分量（３３）
と接触し、前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）の外側へと前記一回の分量（３３）
を排出する少なくとも一つの移動可能な排出要素（３６）を備える放出ユニット。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の放出ユニットにおいて、複数の排出要素（３６）を備えており、前
記排出要素（３６）のそれぞれは収容受け部（Ｓ１）に関連している放出ユニット。
【請求項２０】
　前記閉経路（ＰＳ）が曲線状経路であり、前記収容受け部（Ｓ１）が移動の所定方向に
移動する放出ユニット。
【請求項２１】
　抽出または注入飲料用の使い捨てカプセル（３）を包装するために設計される包装機械
（１００）において、
　前記使い捨てカプセル（３）の容器（２）を移送するよう設計される移送ライン（４）
と、
　前記移送ライン（４）の対応する支持受け部（５）に前記容器（２）を供給するように
設計される供給ステーション（ＳＡ）と、
　請求項１から請求項２０のいずれか１項に記載の放出ユニット（１）と、
　前記容器（２）をそれぞれの一片の密封シート（３４）で閉じる密閉ステーション（Ｓ
Ｃ）と、
　前記移送ライン（４）の前記支持受け部（５）から前記カプセル（３）を取り出すよう
設計される取り出しステーション（ＳＵ）と、
を備える包装機械。
【請求項２２】
　使い捨てカプセル（３）またはポッドを形成する容器（２）に抽出または注入飲料用の
製品を放出する方法において、
　一連の容器（２）を第一移動経路（Ｐ）に沿って移動させる工程と、
　移動速度に応じて閉経路（ＰＳ）に沿って一回の分量（３３）の製品を収容するよう設
計されている少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）を移動させる工程と、
　放出ユニットの前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）に一回の分量（３３）の製品
を放出する工程と、
　前記製品を圧縮して密着させて、前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）の側壁と安
定して連結させ、前記放出ユニットの動作条件において、前記一回の分量（３３）を押し
出す機械的作用がない状態では前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）から前記一回の
分量（３３）が抜け出るのを防止する圧縮力で、前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１
）における前記一回の分量（３３）の製品を押圧する工程と、
　前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）から前記一回の分量（３３）が抜け出るのを
制御するよう、所定の放出区域（Ｒ３）において前記一回の分量（３３）を押し出す機械
的作用を与える工程と、
を含む方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の方法において、前記一回の分量（３３）を押し出す機械的作用を与
える前記工程は、前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）からの前記一回の分量（３３
）の重力による落下の速度未満である排出速度で前記少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１
）から前記一回の分量（３３）を抜け出させる工程を含んでいる方法。
【請求項２４】
　請求項２２または請求項２３に記載の方法において、前記少なくとも一つの収容受け部
（Ｓ１）の前記移動速度に応じて前記圧縮力を変更する工程を含む方法。
【請求項２５】
　請求項２２から請求項２４のいずれか１項に記載の方法において、前記一回の分量（３
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３）の前記製品の湿度および粒径のいずれかに応じて前記圧縮力を変更する工程を含む方
法。
【請求項２６】
　請求項２２から請求項２５のいずれか１項に記載の方法において、閉経路（ＰＳ）に沿
って少なくとも一つの収容受け部（Ｓ１）を移動させる前記工程は、移動の所定方向に応
じて閉じた曲線状の経路に沿って前記収容受け部（Ｓ１）を移動させる工程を含んでいる
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨てカプセルまたはポッドを形成する容器に製品を放出するユニットお
よび放出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　抽出または注入飲料を製造する機械において用いられる従来技術のカプセルは、最も簡
単な態様では、
　穿孔可能なまたは穿孔された底部と、縁部を有する上部開口部とを有する硬質カップ状
外部容器（必ずしもそうである必要はないが、通常円錐台形状である）と、
　外部容器に収容される抽出または注入飲料に対する一回の分量の製品と、
　（必ずしもそうである必要はないが、通常）圧力の下で液体を供給するノズルによって
穿孔されるように設計され、硬質容器の開口部を（密閉して）封止するためにウェブから
引き出される、ある長さ（一片）のシートと、
を備える。
【０００３】
　当該技術分野において、硬質カップ状容器への充填のための従来技術の機械が存在して
いる。
【０００４】
　このような機械は、適当な供給装置により内部に所定量の製品が放出される複数の収容
受け部を通常有する、硬質カップ状容器に製品を放出するためのユニットを備える。
【０００５】
　収容受け部の内側の製品すなわち一回の分量が、硬質カップ状容器の内側に放出される
。
【０００６】
　なお、これらの機械においては、充填された収容受け部から製品が意図せず抜け出る(e
scaping)ことを防止する必要性、すなわち、硬質カップ状容器が存在しない、または、そ
れがまだ正確に収容受け部に対して配置されていないために放出が計画されない領域にお
いて、製品が収容受け部から抜け出ることを防止する必要性が強く感じられていることを
記載しておく。
【０００７】
　これらの機械における他の強く感じられるは、例えば収容受け部から硬質カップ状容器
に向かって高速で落下する（重力によって）製品によって生成される乱流によって、硬質
カップ状容器から製品が意図せずこぼれる(accidental escape)ことを防止することであ
る。
【０００８】
　この放出、すなわち意図しないこぼれは、カップ状容器を部分的にのみ充填し得ること
になり、製品が無駄になる（すなわち、より一般的には一回の分量の精度が低くなり、苦
情が発生する）、または、製品が硬質容器の首部の上に付いて、それ故に、後の、一片の
密封シートで首部を封止する工程に悪影響が生じることを意味する。さらに、製品が硬質
容器の外部に落ちると、機械内に望ましくない製品の堆積が生じ、機械を停止して除去す
る必要がある。
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【０００９】
　さらに、望ましくない位置に放出された製品は、ダメージを受ける可能性がある機械の
移動要素または部品と接触する虞があるので、機械の全体的な信頼性が望ましくない製品
の放出によって損なわれる。
【００１０】
　他のタイプの機械は、使い捨てポッドの一部を構成するストリップ状のフィルタ材（例
えば紙ベースの材料）の上方に製品を放出する。
【００１１】
　またこのタイプの機械においても、カップ状容器に関して上に強調した製品の意図しな
い放出の問題が、後で封止を受けるストリップ状のフィルタ材の区域に製品が存在してい
ることにより、生じる。
【００１２】
　したがって、製品の意図しない放出を防止する、使い捨てカプセルまたはポッドを形成
する容器（硬質カップ状容器またはフィルタ要素）に抽出または注入飲料用の製品を放出
する放出ユニットおよび方法が提供される必要性を、この分野における作業者が強く感じ
ている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　さらに、本発明の一の目的は、高い動作信頼性を維持でき、包装機械の有効寿命を延ば
すことができる、抽出または注入飲料用の製品を放出するユニットおよび前述の製品を放
出する方法を提供することにある。
【００１４】
　本発明の他の目的は、特に簡単で、信頼性が高く、安価であり、同時に高い全体的生産
性を維持する、抽出または注入飲料用の製品を放出するユニットおよび前述の製品を放出
する方法を提供することにある。
【００１５】
　本発明の他の目的は、使い捨てカプセルまたはポッドが高品質な注入または抽出製品を
収容して製造できる、抽出または注入飲料用の製品を放出するユニットおよび前述の製品
を放出する方法を提供することにある。
【００１６】
　本発明の目的は、製品の意図しない放出を防止する、使い捨てカプセルまたはポッドを
形成する容器（硬質カップ状容器またはフィルタ要素）に抽出または注入飲料用の製品を
放出するユニットおよび方法を提供することによって、上述の必要性を満たし、上述の欠
点を克服することにある。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
　上記の目的に関連する本発明の技術的特徴は、以下の特許請求の範囲に明確に記載され
ており、その利点は、好ましい実施形態を示す添付の図面を参照した以下の詳細な説明か
ら明らかとなろう。実施形態は、単なる例示であって、本発明の概念の範囲を限定するも
のではない。
【００１８】
　図１は、本発明の好ましい実施形態にかかる放出ユニットを備えている、抽出または注
入飲料用の使い捨てカプセルを形成する容器を包装するための機械の概略図である。
【００１９】
　図２は、図１の機械によって生産することができる抽出または注入飲料用の使い捨てカ
プセルの概略図である。
【００２０】
　図３は、図１の機械の放出ユニットの側面図である。
【００２１】
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　図４から図６は、異なる動作工程に応じて図３の放出ユニットの対応する側面図を部分
的に断面で示す。
【００２２】
　図７および図８は、図１の機械の放出ユニットの細部の平面図である。
【００２３】
　図９は、図１の機械の放出ユニットのさらなる実施形態の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　添付の図面を参照して、符号１は、抽出または注入飲料用の使い捨てカプセル３または
ポッドを形成する容器２に注入または抽出製品を放出するユニットを示している。
【００２５】
　製品は好ましくは、コーヒー、茶、カモミール、牛乳、チョコレートもしくはこれらの
組み合わせ等の粉末状、果粒状または葉状の固形製品である。
【００２６】
　放出ユニット１は、使い捨てカプセル３を形成する容器２に粉末状の製品好ましくはコ
ーヒーを充填するのに特に好適である。
【００２７】
　より具体的には、図２に示す通り、抽出または注入飲料用の使い捨てカプセル３は、限
定するものではないが最小限の態様では、（通常、接頭円錐形を形成している）硬質カッ
プ状容器２と、硬質容器２に収容される一回の分量３３の抽出または注入製品と、硬質容
器２の上部開口部３１を閉じるための蓋３４とを備える。硬質カップ状容器２は、基部３
０と、カラー３２を有する上部開口部３１と、を備える。
【００２８】
　なお、このタイプのカプセル３は、一つ以上のフィルタ要素または製品保持要素（簡単
化のため図示せず）を有することができることを記載しておく。
【００２９】
　図２に示すカプセル３においては、硬質カップ状体２が、一回の分量３３の製品が充填
される容器を構成している。
【００３０】
　本発明にかかる放出ユニット１を用いて、他のタイプのカプセル、例えば、一回の分量
３３の製品が硬質体に連結されたフィルタ要素内に収容されるとともに保持されているカ
プセルや、硬質体が底部で閉じられており、また開けることができるカプセルに、充填す
ることもできる。
【００３１】
　言い換えれば、図示しないカプセルにおいては、フィルタ要素が、一回の分量３３の製
品を収容するとともに保持しており、フィルタ要素が連結される硬質体と組み合わされて
、容器を構成することができる。
【００３２】
　なおまた、図示しない他の実施形態では、放出ユニット１は、使い捨てポッドの一部分
を構成する一以上のストリップ状のフィルタ材（好ましくは紙ベースの）に製品を放出で
きることを記載しておく。
【００３３】
　したがって、一以上のストリップ状のフィルタ材は、上述の容器２を構成する。
【００３４】
　以下の説明において、硬質カップ状体２を容器として記載するが、本発明を、
　容器要素が、フィルタ要素（または一回の分量３３の製品を収容するよう設計されたカ
プセルの他の部材）によって、およびフィルタ要素が接続されるそれぞれの硬質体によっ
て形成されるカプセル、
　または、一回の分量の製品を収容する一片以上のフィルタ材から構成されるポッドにも
適用できることは理解されよう。
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【００３５】
　本発明にかかる使い捨てカプセル３を形成する容器２に抽出または注入飲料用の製品を
放出するユニット１は、
　一回の分量３３の製品を収容するための、側壁を有する少なくとも一つの収容受け部Ｓ
１と、
　一回の分量３３の製品を定義するよう、収容受け部Ｓ１に製品を供給するための装置６
と、
　一回の分量３３を圧縮するよう、受け部Ｓ１に収容された一回の分量３３に作用する、
一回の分量３３の製品を圧縮（コンパクト化）するための装置７０と、
　容器２を移送するためのライン４と、
　閉経路ＰＳに沿って少なくとも一つの第一受け部Ｓ１を移動させるための装置１０と、
　収容受け部Ｓ１の外部へと抜け出るのを制御するよう、収容受け部Ｓ１に収容された一
回の分量３３に作用する、収容受け部Ｓ１から一回の分量を排出するための装置７１と、
　圧縮装置７０および排出装置７１を制御し動作させるためのユニット１５と、
を備える。
【００３６】
　以下により詳細に説明する通り、一回の分量３３の製品を圧縮して一回の分量３３を密
着させて、放出ユニット１の動作条件において、一回の分量３３を収容受け部Ｓ１の側壁
と安定して連結させるような力で圧縮装置７０を作動させるように、制御・動作ユニット
１５が構成されている。
【００３７】
　この連結により、放出ユニット１の動作条件において、一回の分量を押し出すための機
械的作用がない状態では、すなわち一回の分量に作用する機械的押し出し要素が移動しな
い場合、製品が収容受け部Ｓ１から抜け出るのが防止される。
【００３８】
　言い換えれば、一回の分量３３と接触して収容受け部Ｓ１の外側へと直接押し出す機械
的要素が不在の場合、一回の分量３３と収容受け部Ｓ１との間の連結、および一回の分量
３３の製品に与えられた密着力は、放出ユニット１の動作条件において、一回の分量３３
の製品が（全体的にまたは部分的に）収容受け部Ｓ１からこぼれないようにされた連結、
および密着力である。
【００３９】
　なお、語句「動作条件」は、放出ユニット１が使用時において動作する、例えば製品の
条件（湿度、粘稠度、温度、粒径、弾性率など）並びに収容受け部Ｓ１の移動速度および
軌道等の一セットの条件を意味することを記載しておく。
【００４０】
　好ましくは、制御・動作ユニット１５は約５０，０００～約２００，０００Ｐａ（つま
り、約０．５気圧～約２気圧）の圧力を生成する圧縮力を一回の分量３３の製品に印加す
るよう圧縮装置７０を動作させるよう構成される。
【００４１】
　一の面では、制御・動作ユニット１５は、放出ユニット１の動作条件を示している、少
なくとも一つの収容受け部Ｓ１の移動速度を表す信号を受信するよう構成されている。
【００４２】
　この面では、制御・動作ユニット１５は、少なくとも、少なくとも一つの収容受け部Ｓ
１の移動速度を表す信号に応じて圧縮力を調整するよう、圧縮装置７０を制御するように
構成される。
【００４３】
　この面では、収容受け部Ｓ１の内側の一回の分量の圧縮力は、一定である、または収容
受け部Ｓ１の移動速度の増加とともに増加する。
【００４４】
　より具体的には、好ましくは、収容受け部Ｓ１の移動速度の所定の値から始まり、所定
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速度差を超過するまで、圧縮力は一定である。所定速度差を超えると、圧縮力は増加する
。
【００４５】
　この面では、好ましくは、速度に応じた圧縮力は、「段差状に（ステッピング式に）」
変更される。
【００４６】
　直前に説明した面と組み合わせることができる、またはできない、さらに他の面では、
制御・動作ユニット１５は、放出ユニット１の上述の動作条件を示す製品の物理的／化学
的特性（例えば湿度、粘稠度、温度、粒径、弾性率）を表す一つ以上の信号を受信するよ
う構成される。
【００４７】
　この面では、制御・動作ユニット１５は、少なくとも、製品の化学的／物理的特性を表
す一つ以上の信号に応じて収容受け部Ｓ１における一回の分量の圧縮力を調整するよう、
圧縮装置７０を制御するように構成される。
【００４８】
　好適には、この面では、制御・動作ユニット１５は、一回の分量３３を形成する製品の
湿度および／または粒径および／または温度および／または弾性率および／または粘稠度
を表す一つ以上の信号に応じて収容受け部Ｓ１における一回の分量の圧縮力を調整するよ
う、圧縮装置７０を制御する。
【００４９】
　例えば、湿った製品を、より湿っていない製品の圧縮力未満の圧縮力で圧縮することが
できる。
【００５０】
　収容受け部Ｓ１の移動に関して、以下に詳細を記載する。
【００５１】
　好ましくは、第一実施形態においては、収容受け部Ｓ１の移動に関する閉経路ＰＳは水
平面内にある。
【００５２】
　あるいは、図９に示す第二実施形態においては、閉じた移動経路ＰＳは鉛直面内にある
。
【００５３】
　なお、好ましくは、移動装置１０は、少なくとも一つの収容受け部Ｓ１を移動させるよ
う設計され、第一回転軸Ｘ１回りに閉経路ＰＳに沿った回転において少なくとも一つの収
容受け部Ｓ１を支持する第一回転軸Ｘ１回りに回転する第一要素９を備えることを記載し
ておく。
【００５４】
　好ましくは、一の実施形態においては、閉経路ＰＳは円形状の経路である。
【００５５】
　さらにより一般的に言うと、好ましくは、閉経路ＰＳを曲線状の経路である。
【００５６】
　好ましくは、収容受け部Ｓ１は、移動の所定方向に応じて閉経路ＰＳに沿って移動する
。
【００５７】
　なお、必ずしも必須ではないが、好ましくは、閉経路ＰＳに沿った収容受け部Ｓ１の移
動方向は、閉経路ＰＳに沿って受け部Ｓ１が完全に一周する移動の間に決して反転しない
ことを記載しておく。
【００５８】
　言い換えれば、それぞれの受け部Ｓ１に関して、閉経路ＰＳに沿って運動が反転するこ
とはない。
【００５９】
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　なお、回転軸Ｘ１は、図示する実施形態においては、鉛直方向であることを記載してお
く。
【００６０】
　あるいは、図９に示す実施形態において、回転軸Ｘ１は水平方向である。
【００６１】
　好ましくは、放出ユニット１は、回転時に第一回転要素９によって担持されるよう第一
回転要素９に放射状に配置される複数の収容受け部Ｓ１を備える。
【００６２】
　なお、好ましくは、収容受け部Ｓ１は、回転要素９の円の円弧に沿って配置され、さら
により好ましくは、第一軸Ｘ１の点を中心とする全周に沿って配置されることを記載して
おく。
【００６３】
　さらに好ましくは、第一収容受け部Ｓ１は、互いから等角状に第一軸Ｘ１の点を中心と
する円周に沿って配置されている。
【００６４】
　なおまた、それぞれの収容受け部Ｓ１は、供給装置６から製品を受ける領域、および製
品が－排出装置７１の押し出し作用によって－収容受け部Ｓ１から放出される領域に、周
期的に移動することを記載しておく。
【００６５】
　なお、再び収容受け部Ｓ１（以下「第一受け部」ともいう）に関して、好ましくは、第
一受け部は、側壁を有するキャビティ１８と可動底壁Ｆとによって定義されることを記載
しておく。
【００６６】
　この面では、好ましくは、放出ユニット１の圧縮装置７０は、それぞれの収容受け部Ｓ
１毎に、
　下部位置と上部位置との間で移動可能であり、収容受け部Ｓ１の上述の可動底壁Ｆを形
成する第一ピストン１３と、
　収容受け部Ｓ１の内側の容積を調整するよう、下部位置と上部位置との間で第一ピスト
ン１３を移動させるための第一ピストン１３の移動手段１４と、
を備える。
【００６７】
　なお、第一ピストン１３はそれぞれ回転要素９によって回転されることを記載しておく
。
【００６８】
　より具体的には、第一ピストン１３は、回転要素９の軸Ｘ１に対して所定の径方向位置
に配置される。
【００６９】
　好適には、放出ユニット１は、それぞれの収容受け部Ｓ１毎に、非動作位置と、第一ピ
ストン１３と協働して一回の分量３３を圧縮するよう収容受け部Ｓ１の内側の一回の分量
３３を圧縮する動作位置と、の間で移動可能な圧縮要素２６を備える。
【００７０】
　好ましくは、一回の分量３３の圧縮は、圧縮方向に沿って行われ、これにより、収容受
け部Ｓ１の側壁に向かって一回の分量３３を径方向に押し潰す。
【００７１】
　好ましくは、圧縮要素２６は、非動作位置と動作位置との間で鉛直方向に移動可能であ
る。圧縮要素２６は、充填ステーションＳＲの回転要素９に接続される（担持される）。
好ましくは、ユニット１は、それぞれの収容受け部Ｓ１毎に、圧縮要素２６を備える。
【００７２】
　図示しない他の実施形態において、圧縮要素２６を省略し、固定接触要素例えばプレー
トで置き換えることもできる。一回の分量３３の製品は、第一ピストン１３の圧縮作用に
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よって固定接触要素に向かって押圧される。
【００７３】
　他の面では、排出装置７１は、少なくとも一つの収容受け部Ｓ１の内側の一回の分量３
３と接触し、収容受け部Ｓ１の外側へと一回の分量を排出して放出する少なくとも一つの
移動可能な排出要素３６を備える。
【００７４】
　なお、こうして、収容受け部Ｓ１からの一回の分量の排出が、移動可能な排出要素３６
の押し出し作用（能動的な作用）によって行われることを記載しておく。
【００７５】
　移動可能な排出要素３６の押圧がない場合、圧縮装置７０によって一回の分量３３へと
先に印加された圧力により、一回の分量は、したがって、収容受け部Ｓ１に着実にかつ安
定して連結され、放出ユニット１の動作条件において、一回の分量３３は（全体的にまた
は部分的に）収容受け部Ｓ１から抜け出ることがなくなることになる。
【００７６】
　好適には、制御・動作ユニット１５は、一回の分量３３に押し込む力を印加して、収容
受け部Ｓ１の外側へと放出できるよう、移動可能な排出要素３６を制御するように構成さ
れる。
【００７７】
　好適には、制御・動作ユニット１５は、一回の分量３３を収容受け部Ｓ１の外側へと押
し出すよう、移動可能な排出要素３６を制御するように構成される。
【００７８】
　本発明の一の面の好ましい実施形態では、制御・動作ユニット１５は、一回の分量３３
の重力による落下の速度未満である排出速度で、一回の分量３３を収容受け部Ｓ１の外側
へと押し出すよう、移動可能な排出要素３６を制御する。排出速度が低減されることによ
り、特に重力によって落下する速度未満に低減されることにより、容器２から離れ出る空
気の乱流を最小限にすることができ、したがって、容器２から製品がこぼれるのを最小限
にすることができる。
【００７９】
　好ましくは、ユニット１は、それぞれが収容受け部Ｓ１に機能的に作用するべく対応す
る収容受け部Ｓ１に関連している複数の排出要素３６を備える。
【００８０】
　放出ユニット１の使用を簡潔に説明する。この使用に関する説明から、本発明の利点を
見出すことができよう。
【００８１】
　供給装置６は、所定の放出領域において、収容受け部Ｓ１に所定量の製品を放出するよ
う構成される。
【００８２】
　なお、製品が収容受け部Ｓ１へと放出された後、圧縮要素２６が作動することを記載し
ておく。
【００８３】
　圧縮要素２６は、図３～図８に示す実施形態において、収容受け部Ｓ１へと入り込んで
いる一回の分量３３の製品と接触して、一回の分量３３を圧縮する。
【００８４】
　なお、収容受け部Ｓ１における製品は、底部Ｆによって支持され、収容受け部Ｓ１の側
壁の内側に収容されることを記載しておく。
【００８５】
　このため、圧縮要素２６の作用は、製品が－底部および側壁の存在により収容受け部Ｓ
１に閉じ込められて拘束されている－、径方向に拡大し、側壁と接触して側壁との連結が
形成されることを意味する。
【００８６】
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　さらに、圧縮作用に従って、一回の分量３３を形成する製品が密着する。
【００８７】
　圧縮の状態においては、すなわち、一回の分量が圧縮されたときには、押し出し作用が
一回の分量に印加されない限り、収容受け部Ｓ１の底部Ｆがない状態であっても、一回の
分量が（全体的にまたは部分的に）収容受け部Ｓ１から抜け出ない。
【００８８】
　このため、製品が意図せずこぼれることなく、収容受け部Ｓ１の底部Ｆを取り出すこと
ができる（例えば、ピストン１３がもはや上述の底壁Ｆを構成しないよう、ピストン１３
を移動させることができる）。
【００８９】
　一回の分量３３に印加される圧縮は、好適には、放出ユニット１の動作条件、すなわち
収容受け部Ｓ１の速度および軌道、つまり処理される製品の化学的／物理的特性に依存す
る。一回の分量３３を押し出す機械的作用がない場合、すなわち、一回の分量３３と接触
し収容受け部Ｓ１の外側へと押し出す機械的要素が不在の場合には、一回の分量３３に印
加される圧縮により、放出ユニット１の動作条件において、収容受け部Ｓ１から一回の分
量３３全体がまたは一回の分量３３の一部が抜け出るのを防止する。
【００９０】
　この面では、収容受け部Ｓ１からの一回の分量３３の製品の排出が排出装置７１を用い
て実行される放出位置まで閉経路ＰＳに沿って製品が抜け出ることなく、収容受け部Ｓ１
を移動させることができる。
【００９１】
　この放出位置において、収容受け部Ｓ１から製品を排出することを目的とした押し出し
作用を印加するよう、排出装置７１は収容受け部Ｓ１において動作する。
【００９２】
　なお、添付の図面に示す実施形態では、放出位置においては、収容受け部Ｓ１は底部Ｆ
がなく、排出装置７１の作用によって、先に可動底部Ｆによって閉じられていた収容受け
部Ｓ１の開口部を通じて一回の分量３３を排出することが可能になることを記載しておく
。
【００９３】
　あるいは、図９に示す実施形態において（以下により詳細に説明する）、放出位置にお
いて、底部Ｆは、可動底部Ｆと反対側の開口部を通じて一回の分量を排出するよう一回の
分量を圧縮して排出する機能を有する。
【００９４】
　このため、本実施形態において、収容受け部Ｓ１の可動底部Ｆは圧縮装置７０および排
出装置７１を構成する。
【００９５】
　なお、本発明は、好適には、所定の値までの一回の分量の圧縮により、異なる処理ステ
ーション間の収容受け部Ｓ１の移動の間に製品が抜け出るのを防止し、一回の分量３３に
対する押し出し作用によってのみ、一回の分量を収容受け部Ｓ１から追い出すことを可能
にすることを記載しておく。
【００９６】
　実際には、一回の分量の圧縮は、一回の分量が（製品と受け部の側壁との間の摩擦作用
により）収容受け部Ｓ１の側壁に付着され、収容受け部Ｓ１において密着し、かつコンパ
クト化されたブロック状の製品になることを意味する。
【００９７】
　ユニット１は、好適には、使用時において、機械の可動部品が早く摩耗し信頼性が低下
する原因となり、かつ、硬質体２が汚れる原因となる、放出ユニット１における製品の飛
び散りを防止する。
【００９８】
　なお、本発明にかかる放出ユニット１は、構造の点から特に簡単であり、同時に非常に
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融通性が高く、種々のタイプの製品および／または種々の大きさのカプセルもしくはポッ
ドの部材に容易に適合可能であることを記載しておく。
【００９９】
　また、本発明において定義される、抽出または注入飲料用の使い捨てカプセル３を包装
するように設計される包装機械１００は、上述した放出ユニット１と、容器２を移送する
ためのライン４と、使い捨てカプセル３の容器要素２を移送ライン４の対応する支持収容
部５に送出するためのステーションＳＡと、容器２をそれぞれの一片の密封シート３４で
閉じるためのステーションＳＣと、移送ライン４の支持収容部５からカプセル３を取り出
す取り出しステーションＳＵと、を備える。
【０１００】
　添付の図面に示す包装機械１００のいくつかの部分を説明する。
【０１０１】
　なお、機械１００は、容器をすなわち硬質カップ状体２を移送する（すなわち、移動さ
せる）のためのライン４を備えることを記載しておく。
【０１０２】
　移送ライン４は、第一移動経路Ｐに沿って延設されるとともに、第一経路Ｐに沿って連
なって配置される硬質容器２を支持するための複数の受け部５を有する。
【０１０３】
　好ましくは、第一移動経路Ｐは水平面内にある閉経路である。
【０１０４】
　支持受け部５は一つずつ次々と配置されているが、必ずしも連続的に配置されている必
要はない。
【０１０５】
　さらに、支持受け部５はそれぞれ、対応する延設の垂直軸を有する。
【０１０６】
　なお、移送ライン４は、第一経路Ｐに沿って移動するよう支持収容部５が接続される移
送要素３９を備えることを記載しておく。
【０１０７】
　なお、移送要素３９は、垂直軸回りに回転して移送要素３９を移動させる移動手段１７
の周囲にループ状に閉じていることを記載しておく。
【０１０８】
　好ましくは、移送要素３９は、チェーン４０である。チェーン４０は、対応する垂直軸
回りに連続的に互いにヒンジ状に連結されて無限ループを形成する複数のリンクを備える
。
【０１０９】
　なお、リンクのうちの少なくとも一つは、少なくとも一つの支持受け部５を備えており
、少なくとも一つの支持受け部５は、開口部３１が上方を向いた状態で配置され得る対応
する硬質容器２に対する垂直軸を有することを記載しておく。
【０１１０】
　必ずしもそうである必要はないが、好ましくは、移送要素３９が連続的に移動すること
ができるよう、移動手段１７は、垂直軸回りに連続的に回転する。
【０１１１】
　図示する実施形態において、ユニット１は、一回の分量３３を受けるための位置Ｐ１と
一回の分量３３をそれぞれの容器（硬質体２）の内側に放出するための位置Ｐ２との間で
閉経路ＰＳに沿って、収容受け部Ｓ１の位置を調整するよう構成された、収容受け部Ｓ１
の位置を調整するための装置１１を備える。
【０１１２】
　さらに、ユニット１は、上述の供給装置６が内部に配置される、少なくとも一つの収容
受け部Ｓ１の内側に一回の分量３３の形成するためのサブステーションＳＴ１を備える。
【０１１３】
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　放出ユニット１は、また、一回の分量を放出するための位置Ｐ２に配置される少なくと
も一つの収容受け部Ｓ１から（移送ライン４によって移送された）容器２へと一回の分量
の製品を放出するためのサブステーションＳＴ３を備える。
【０１１４】
　なお、圧縮装置７０は、形成サブステーションＳＴ１と放出サブステーションＳＴ３と
の間の収容受け部Ｓ１の経路において動作することを記載しておく。
【０１１５】
　なお、排出装置７１は放出サブステーションＳＴ３において動作することを記載してお
く。
【０１１６】
　位置を調整するための装置１１は、少なくとも一つの収容受け部Ｓ１を、一回の分量を
形成するためのサブステーションＳＴ１においては一回の分量を受けるための位置Ｐ１に
配置し、一回の分量を放出するためのサブステーションＳＴ３においては一回の分量を放
出するための位置Ｐ２に配置するよう、構成されている。
【０１１７】
　ユニット１および／または機械１００の部品を構成するすべての上述の部材を、添付図
面を特に参照してより詳細に説明する。
【０１１８】
　なお、それぞれの収容受け部Ｓ１は、一回の分量を形成するためのサブステーションＳ
Ｔ１と一回の分量を放出するためのサブステーションＳＴ３と周期的に－回転の間に－係
合するよう、回転時には第一回転要素９によって移動することを記載しておく。
【０１１９】
　なお、位置を調整するための装置１１は、収容受け部Ｓ１を、形成サブステーションＳ
Ｔ１においては受けるための位置Ｐ１に配置し、一回の分量を放出するためのサブステー
ションＳＴ３においては放出するための位置Ｐ２に配置することができることを記載して
おく。
【０１２０】
　添付の図面に示す実施形態においては、収容受け部Ｓ１は径方向に移動可能に第一回転
要素９によって支持されている。
【０１２１】
　この面に関して、調整装置１１は、少なくとも一つの収容受け部Ｓ１を、第一回転軸Ｘ
１に対して径方向に、一回の分量を受けるための位置Ｐ１と一回の分量を放出するための
位置Ｐ２との間で移動させるよう構成されている。
【０１２２】
　より具体的には、調整装置１１は、少なくとも一つの収容受け部Ｓ１を、送り方向（フ
ォーワード）ストロークにおいては一回の分量を受けるための位置Ｐ１から一回の分量を
放出するための位置Ｐ２へと、戻り方向（リターン）ストロークに応じては一回の分量を
放出するための位置Ｐ２から一回の分量を受けるための位置Ｐ１へと、径方向に移動させ
るよう構成されている。
【０１２３】
　図示する実施形態においては、収容受け部Ｓ１は、一回の分量を収容するための要素２
０（好ましくは長手形状である）において形成される。
【０１２４】
　好ましくは、収容受け部Ｓ１は、一回の分量を収容するための要素２０に形成された貫
通受け部である。
【０１２５】
　言い換えれば、収容受け部Ｓ１は、収容要素２０の上面と下面との間で貫通するよう延
設されている。
【０１２６】
　好ましくは、収容受け部Ｓ１は円筒形状を有する、すなわち、断面が円形である。
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【０１２７】
　他の面では、放出ユニット１は、上部開口部２３Ａ，２３Ｂおよび下部開口部２２Ａ，
２２Ｂが形成されている、収容要素２０を収容するための（ハウジングのための）要素２
１を備える。
【０１２８】
　好ましくは、ハウジング要素２１は、位置が変わらない状態で回転要素によって回転さ
れるよう、回転要素９に固定される。
【０１２９】
　実際には、ハウジング要素２１はハウジングキャビティを定義する。ハウジングキャビ
ティの内側には、収容要素２０が、一回の分量を受けるための上述の位置Ｐ１と一回の分
量を放出するための位置Ｐ２との間で移動可能となるよう、移動可能に挿入される。
【０１３０】
　容器要素２１およびハウジング要素２０は回転要素９によって支持され、よって、また
、回転要素９の回転により、これらの要素２０，２１の回転が設定される。
【０１３１】
　放出ユニット１はまた、互いに対向する側壁１１Ａ，１１Ｂを有する軌道すなわちカム
５７を備える。好ましくは、軌道５７は閉ループ経路に延設されている。
【０１３２】
　一回の分量を収容するための要素２０は、一回の分量を収容するための要素２０の位置
を閉経路ＰＳに沿って調整可能に、軌道５７と係合するよう構成される。
【０１３３】
　なお、軌道５７は放出ユニット１のフレーム２９に対して固定される、つまり、回転要
素９とは一体的に回転しないことを記載しておく。
【０１３４】
　なお、実際には、一回の分量を収容するための要素２０は、軌道５７に挿入されるよう
に設計された部分すなわちカム従動子２０ａを有することを記載しておく。
【０１３５】
　なお、部分２０ａと軌道５７とが組み合わさって、閉経路ＰＳに沿って収容受け部Ｓ１
の位置を調整するよう構成されるカム装置を構成することを記載しておく。
【０１３６】
　なおまた、収容要素２０、ハウジング要素２１およびカム装置２０ａ，５７により、閉
経路ＰＳに沿って収容受け部Ｓ１の位置を調整するための上記装置１１が構成されること
を記載しておく。
【０１３７】
　なおまた、ハウジング要素２１は、第一上部開口部２３Ａおよび第二上部開口部２３Ｂ
が形成されている上部壁５０を備えることを記載しておく。
【０１３８】
　第一上部開口部２３Ａは軸Ｘ１に近い位置に配置されており、第二上部開口部２３Ｂは
軸Ｘ１から離れた位置に配置されている。
【０１３９】
　またハウジング要素２１は、第一下部開口部２２Ａおよび第二下部開口部２２Ｂが形成
されている下部壁５１を備える。
【０１４０】
　第一下部開口部２２Ａは軸Ｘ１に近い位置に配置されており、第二下部開口部２２Ｂは
軸Ｘ１から離れた位置に配置されている。
【０１４１】
　好ましくは、第一上部開口部２３Ａは第一下部開口部２２Ａと鉛直方向において重なり
合っている。好ましくは、第二上部開口部２３Ｂは第二下部開口部２２Ｂと鉛直方向にお
いて重なり合っている。
【０１４２】
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　第一および第二開口部２２Ａ，２２Ｂ，２３Ａ，２３Ｂは、ハウジング要素２１によっ
て定義されるとともに、内側に収容要素２０が径方向に移動できるハウジングキャビティ
と連通状態にある。
【０１４３】
　収容要素２０、したがって収容受け部Ｓ１は、
　第一上部開口部２３Ａおよび第一下部開口部２２Ａが鉛直方向に並んでいる状態である
、一回の分量３３を受けるための第一位置Ｐ１と、
　第二上部開口部２３Ｂおよび第二下部開口部２２Ｂが鉛直方向に並んでいる状態である
、一回の分量３３を受けるための第二位置Ｐ２と、
に配置されるよう移動可能である。
【０１４４】
　つまり、収容受け部Ｓ１が第１上部開口部２３Ａおよび下部開口部２２Ａと鉛直方向に
並んで配置される場合、収容受け部Ｓ１は一回の分量を受けるための位置Ｐ１にあり、一
方、収容受け部Ｓ１が第二上部開口部２３Ｂおよび下部開口部２２Ｂと鉛直方向に並んで
配置される場合、収容受け部Ｓ１は一回の分量３３を放出するための位置Ｐ２にある。
【０１４５】
　なお、放出ユニット１はさらに、収容受け部Ｓ１の内側の一回の分量を圧縮するように
構成される、一回の分量を圧縮するためのサブステーションＳＴ２を備えることを記載し
ておく。
【０１４６】
　圧縮装置７０は圧縮サブステーションＳＴ２において動作する。
【０１４７】
　圧縮サブステーションＳＴ２は、一回の分量を形成するためのサブステーションＳＴ１
と一回の分量を放出するためのサブステーションＳＴ３との間で閉経路ＰＳに沿って配置
される。
【０１４８】
　以下に、一回の分量を形成するサブステーションＳＴ１を説明する。
【０１４９】
　一回の分量を形成するためのサブステーションＳＴ１は、一回の分量を形成するための
領域Ｒ１に配置される。
【０１５０】
　一回の分量を形成するためのサブステーションＳＴ１には、一回の分量３３を形成する
ための領域Ｒ１に配置された収容受け部Ｓ１の内側に（一回の分量３３を構成する）所定
量の製品を放出するよう設計された供給装置６が備えられる。
【０１５１】
　第一実施形態にかかる供給装置６は、底部に製品の出口を有する（使用時には製品が充
填されている）ホッパ３８を備える。
【０１５２】
　好ましくは、ホッパ３８は、一つ以上の収容受け部Ｓ１の内側に製品を供給するために
回転するよう設計された一つ以上のスクリューフィーダ４１ａを収容することができる。
【０１５３】
　一回の分量を形成するための領域Ｒ１における上述の第一ピストン１３の移動に関して
、以下に説明する。
【０１５４】
　好ましくは、上述の収容受け部Ｓ１が一回の分量を形成するための領域Ｒ１の内側にあ
る場合、特に送入（インフィード）区域においては、収容受け部Ｓ１に関連する第一ピス
トン１３は、収容受け部Ｓ１に所定空間を形成する所定の（鉛直）位置に配置される。
【０１５５】
　本発明により、一回の分量を形成するための領域Ｒ１において移動手段１４を用いて第
一ピストン１３の位置を（鉛直方向に）変更することによって、収容受け部Ｓ１に収容さ



(17) JP 2017-509552 A 2017.4.6

10

20

30

40

50

れる製品の量を変更することができる、あるいは言い換えれば、一回の分量３３を変更す
ることができる。基本的に、移動手段１４は、一回の分量３３を形成するための領域Ｒ１
の送出区域において、一回の分量３３を定義するよう、所望の供給位置に第一ピストン１
３を位置決めするよう設計されている。
【０１５６】
　圧縮装置７０のいくつかの面を、図３～図８に示す実施形態に関して、より詳細に説明
する。
【０１５７】
　なお、圧縮要素２６は、一回の分量を圧縮するためのサブステーションＳＴ２において
は下降動作位置に配置されることを記載しておく。
【０１５８】
　圧縮要素２６は、第一ピストン１３の上方に配置される。
【０１５９】
　実際には、圧縮要素２６は、下降動作位置において、収容要素２０の上部壁５０の第一
上部開口部２３Ａを通じて挿入可能な位置に、回転要素９に対して配置される。
【０１６０】
　一方、第一ピストン１３が収容要素２０の下部壁５１の第一下部開口部２２Ａを通過可
能な位置に、第一ピストン１３は回転要素９に対して配置される。
【０１６１】
　なお、製品を圧縮／コンパクト化するよう、第一収容部Ｓ１の内側に配置される一回の
分量３３との上部接触要素を、圧縮要素２６の下面が圧縮領域Ｒ２において構成している
ことを記載しておく。
【０１６２】
　言い換えれば、一回の分量３３は、第一ピストン１３と圧縮要素２６との間で、圧縮要
素２６によって印加される圧縮の作用によって圧縮される。
【０１６３】
　あるいは、一回の分量３３が形成されると、製品を圧縮するよう第一ピストン１３を移
動させることができ、そして、圧縮要素２６を第一ピストン１３に対する固定接触要素と
して機能させることができる。言い換えれば、一回の分量３３を、第一ピストン１３と圧
縮要素２６との間で、一方もしくは他方をまたは両方を動作させることによって、圧縮す
ることができる。
【０１６４】
　好適には、例えば、第一ピストン１３および／または圧縮要素２６に接続されたバネま
たは空気圧式要素などの、過荷重を防止する装置を備えることもできる。
【０１６５】
　排出要素３６は、容器２を上昇させるためのピストン２３の上方に配置される。
【０１６６】
　なお、ユニット１はまた（図３～図８に示す実施形態において）、一回の分量を放出す
るためのサブステーションＳＴ３において下部位置と容器２を上昇させる上部位置との間
で移動可能である、容器２を上昇させるためのピストン２３を備えることを記載しておく
。
【０１６７】
　好ましくは、放出ユニット１は、それぞれの収容受け部Ｓ１に対して上昇ピストン２３
を備える。好ましくは、それぞれのピストン２３は、回転要素９によって第一受け部Ｓ１
と一体的に回転される。
【０１６８】
　実際には、下降動作位置において、排出要素３６が上部壁５０の第二上部開口部２３Ｂ
を通じて挿入可能な位置に、排出要素３６はハウジング要素２１に対して配置される。
【０１６９】
　なお、排出装置３６の下面は、一回の分量を放出するための領域Ｒ３においては、収容
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受け部Ｓ１の内側に配置された一回の分量３３と上部で接触し、一回の分量３３を収容受
け部Ｓ１の外部に向かって押圧して、上昇ピストン２３によって上昇された容器２の内側
に一回の分量を放出することを記載しておく。
【０１７０】
　好適には、容器２が上昇ピストン２３によって上昇されると、排出要素３６は一回の分
量３３を押し出し、したがって、容器の外側への製品の飛び散りを最小限にするよう、容
器２は収容受け部Ｓ１の近傍に配置される。
【０１７１】
　図示しない他の実施形態において、圧縮要素２６は排出要素３６を構成することができ
る。
【０１７２】
　なお、一つまたは複数の圧縮要素２６、排出要素３６、第一ピストン１３および上昇ピ
ストン２３に関して、上述の要素／装置２６，３６およびピストン１３，２３は、回転要
素９によって（鉛直方向に移動可能に）支持される、すなわち、所定の径方向位置に配置
されることを記載しておく。
【０１７３】
　上述の通り、一つまたは複数の圧縮要素２６、一つまたは複数の排出装置３６、一つま
たは複数の第一ピストン１３および一つまたは複数の上昇ピストン２３は、鉛直方向に移
動可能である。
【０１７４】
　図９は、放出ユニット１が、水平回転軸Ｘ１回りに回転するよう設計された回転要素９
を備えるさらなる実施形態を示す。
【０１７５】
　回転要素９には、可動底部Ｆを有する複数の収容受け部Ｓ１が配置されている。
【０１７６】
　可動底部Ｆは、排出装置７１と、そしてまた圧縮装置７０と、を構成する。
【０１７７】
　言い換えれば、本実施形態において、底部Ｆは、一回の分量に対する圧縮要素２６およ
び排出要素３６として機能する。
【０１７８】
　本実施形態では、好ましくは、機械は、（好ましくは紙で形成された）ウェブ状または
ストリップ状のフィルタ材７４を搬送するための装置７３を備える。
【０１７９】
　好適には、可動底部Ｆはさらに、一回の分量３３が可動底部Ｆから分離し易くなるよう
、回転軸Ｘ１に垂直な軸回りに回転する。
【０１８０】
　ウェブ状またはストリップ状のフィルタ材７４は、収容受け部Ｓ１から放出された一回
の分量を受けるよう設計されており、容器２を構成する。
【０１８１】
　ウェブ状またはストリップ状のフィルタ材７４の一片は、対応するポッドを構成するこ
とになる。
【０１８２】
　なお、ホッパ３８から製品を受けた後に、収容受け部Ｓ１は、収容受け部Ｓ１の送入（
インフィード）の上部（底部Ｆの反対側）を閉じるように設計されており、（フレームに
対して固定された）外側接触部７６が形成されている角度範囲へと移動することを記載し
ておく。
【０１８３】
　この角度範囲においては、放出ユニット１の動作条件において、一回の分量３３を収容
受け部Ｓ１の側壁と安定して連結させるよう、約５０，０００～約２００，０００Ｐａの
範囲（すなわち約０．５気圧～約２気圧範囲）の圧力を生成する圧縮力で接触要素７６と
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圧縮要素２６の間に配置された一回の分量を圧縮するように、圧縮要素２６は径方向に外
側へ向かって移動される。
【０１８４】
　次に、収容受け部Ｓ１は、接触要素７６が途切れる、製品を放出するための角度範囲に
移動する。そこでは、一回の分量３３を収容受け部Ｓ１の外部へと排出する（そして好ま
しくはその下にある容器２上に放出する）よう、圧縮要素２６は外側に向かって径方向に
移動される。
【０１８５】
　圧縮要素２６が径方向に移動しない状態において、一回の分量を収容受け部Ｓ１の側壁
と安定して連結させるような力で一回の分量３３が圧縮されているので、接触要素７６が
途切れるとすぐに、一回の分量３３の製品はまとまりのない状態で収容受け部Ｓ１から抜
け出し始めることになり、大きな面積の下層のストリップ７４上に載置されることになる
。
【０１８６】
　なお、図９の実施形態において、一回の分量３３は一回の分量を収容受け部Ｓ１から抜
け出させようとする遠心力を受けるので、図３～図８に示す実施形態と比較して、同じ動
作速度、一回の分量３３の製品の化学的／物理的特性およびサイズでは、一回の分量３３
がそれぞれの収容受け部Ｓ１から抜け出ないようにするために必要な圧縮圧がより高いこ
とを記載しておく。
【０１８７】
　本発明ではまた、使い捨てのカプセル３またはポッドを形成する容器２へと抽出または
注入飲料用の製品を放出する方法も定義される。
【０１８８】
　方法は、
　一連の容器２を第一移動経路Ｐに沿って移動させる工程と、
　移動速度に応じて閉経路ＰＳに沿って一回の分量３３の製品を収容するよう設計されて
いる少なくとも一つの収容受け部Ｓ１を移動させる工程と、
　放出ユニットの収容受け部Ｓ１に一回の分量３３の製品を放出する工程と、
　製品を圧縮して密着させて、一回の分量３３を収容受け部Ｓ１の側壁と安定して連結さ
せ、放出ユニットの動作条件において、一回の分量を押し出す機械的作用がない状態で、
つまり一回の分量に作用する押し出し要素が移動しない状態で、収容受け部Ｓ１から一回
の分量が抜け出るのを防止する圧縮力で、それぞれの収容受け部Ｓ１における一回の分量
３３の製品を押圧する工程と、
　収容受け部Ｓ１から一回の分量が抜け出るのを制御するよう、所定の放出区域において
一回の分量に押圧のための機械的作用を与える工程と、
を含む。
【０１８９】
　言い換えれば、方法が、放出ユニット１の動作条件において、一回の分量３３と接触し
収容受け部Ｓ１の外側に直接押し出す機械的要素が不在の場合には、一回の分量３３の製
品が（全体的にまたは部分的に）収容受け部Ｓ１から抜け出ないよう、製品を圧縮して密
着させて、一回の分量３３を収容受け部Ｓ１の側壁と安定して連結させるような圧縮力で
、それぞれの収容受け部Ｓ１における一回の分量３３の製品を押圧する工程を含んでいる
。
【０１９０】
　好適には、方法は、低い排出速度、特に重力による一回の分量３３の落下速度未満で収
容受け部Ｓ１から一回の分量が抜け出るよう制御するように、所定の放出区域において一
回の分量に押圧のための機械的作用を与える工程を含んでいる。
【０１９１】
　好ましい実施形態において、方法はまた、放出ユニットの動作条件に応じて圧縮力を調
整する工程を含んでいる。
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【０１９２】
　他の面では、閉経路ＰＳに沿って少なくとも一つの収容受け部Ｓ１を移動させる工程は
、移動の所定方向に応じて曲線状の経路に沿って収容受け部Ｓ１を移動させる工程を含ん
でいる。
【０１９３】
　この好ましい実施形態において、方法が、少なくとも一つの収容受け部Ｓ１の移動速度
に応じて圧縮力を調整する工程を含んでいることには利点がある。
【０１９４】
　好適には、方法は、一回の分量３３の製品の化学的／物理的特性に応じて圧縮力を変更
する工程を含んでいる。
【０１９５】
　好適には、方法は、一回の分量３３を形成する製品の湿度および／または粒径および／
または温度および／または弾性率および／または粘稠度に応じて圧縮力を変更する工程を
含んでいる。

【図１】 【図２】
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【図９】



(23) JP 2017-509552 A 2017.4.6

10

20

30

40

【国際調査報告】



(24) JP 2017-509552 A 2017.4.6

10

20

30

40



(25) JP 2017-509552 A 2017.4.6

10

20

30

40



(26) JP 2017-509552 A 2017.4.6

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(74)代理人  100158610
            弁理士　吉田　新吾
(72)発明者  レア，ダリオ
            イタリア，（ボローニャ），モンテレンツィオ　イ－４００５０，ヴイア　オルニャノ　１１
(72)発明者  カステラッリ，ピエルルイジ
            イタリア，（ボローニャ），カステル　サン　ピエトロ　テルメ　イ－４００２４，ヴィア　サン
            　ビアージョ　３３４
Ｆターム(参考) 3E056 AA09  BA03  BA12  BA14  CA07  DA03  EA01  EA08  FF02  GA10 
　　　　 　　  3E118 AA01  AB01  BB02  BB12  BB14  CA20  EA01  FA01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

